
SAVE A LIFE 
MAKE A FUTURE 

守りたいこの笑顔 つくろう2週間後の未来 

鳥羽市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 

予約延期協力金（鳥羽市独自支援） 
補正額：3,250万円 担当：観光課観光企画係 

各種申請支援及び相談員の雇用 
補正額200万円 担当：農水商工課水産係（持続化給付金） 

               ：農水商工課商工労政係（その他） 

❶4/28以降に産まれた子ども家庭への支援 
  補正額：800万円 担当：健康福祉課子育て支援室 
❷地元のいいトコま～る見え☆ 

   「鳥羽まるみえパスポート」プレゼント 
  補正額：370万円 担当：観光課観光振興係 
❸とば学生応援プロジェクト 
  “遠くで頑張るあなたに、鳥羽の想いをお届けします” 

  補正額：180万円 担当：企画財政課移住定住係 

鳥羽市では、新型コロナウイルス感染症拡大を防止し、地域経済への影
響を最小限に抑えるため、国や県の様々な対策に合わせ、苦境に立たさ
れている市民生活を支援します。 

市内経済の循環 
（影響があった市内事業者への支援） 

市民生活への支援 
（市内経済の循環との複合型） 

各種相談体制の強化 

その他、実施中・実施予定の支援 

●水道基本料金を無料化 
 官公署以外の水道基本料金について免除しています。 
 

●Let’s Buy!とばの継続 
 市民が市内事業所で消費活動を行うことにより、鳥羽のまち 
 を支える活動をSNSなどで支援及び情報発信をしています。 
 

●お土産プロジェクト第2弾（薩摩川内市との連携事業） 
 土産物等を扱う店舗を支援するため、鹿児島県薩摩川内市 
 と連携し、双方の土産物を交換し共同購入を実施します。 
 

●情報発信の強化 
 市民の方々の不安解消を図るため、防災無線やHP、SNS等 
 で感染症に関する情報や支援施策について分かりやすくお伝 
 えしています。 
 

●離職者に対する市営住宅の提供 
 解雇・雇用止めにより住居の退去を余儀なくされる方で新た 
 な住居を確保するまでの間、一時的に市営住宅の空き部屋 
 を提供します。（先着順で戸数には限りがあります。） 
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市民生活への支援（市内経済の循環との複合型） 

市内経済の循環（影響があった市内事業者への支援） 

各種相談体制の強化 



概要 

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止する目的で県が実施する「宿
泊予約延期協力金」及び「来県延期協力金（屋外体験施設）」の協力
金制度について、鳥羽市は独自支援として当制度に上限枠12万円を
上乗せします。 

支給額 

4/20～5/31の観光客・宿泊者等の予約を延期または予約を受け入れないために
自主休業を行った対象者に下記のとおり協力金を支給します。 
 
 

鳥羽市新型コロナウイルス 
感染症対策本部情報発信部会 

予約を受け入れないために 
行った自主休業の日数 6,000円 

支給額 
（上限12万円） 

対象者 

下記の事業者のうち4月20日～5月31日までの間に、観光客・宿泊者等の予約を
延期又は予約を受け入れないために自主休業を行ったなど、ご協力をいただいた
事業者 
 ・市内の宿泊事業者（旅館業法の許可を受けていること） 

 ・遊漁船等事業者（遊漁船業の適正化に関する法律に定める手続きにより、登録があること） 

 ・観光船等事業者（海上運送法に定める手続きにより、認可を受けていること）  
 ・屋外体験施設事業者 等 
【対象施設数】 
 宿泊施設150件 遊漁船100件 観光船10件 自然施設10件  合計270件 

SAVE A LIFE 
MAKE A FUTURE 

守りたいこの笑顔 つくろう2週間後の未来 

予算額 3,250万円 担当 観光課観光企画係 25-1155 

予約延期協力金（鳥羽市独自支援） 
影響を受けた事業者への支援 

予約の先延ばし等 
の件数 



概要 

国や県等が実施する給付制度の申請について、市民の方々がスムーズ
に活用できるように各地域で「相談会」を開催し、市職員や新たに雇用
する相談員ともに申請支援にあたることで、各種申請支援体制を強化
します。（対象者は主に一次産業者とします。） 

各種申請支援及び支援員雇用 

内容 

①持続化給付金等の申請手続支援 
 各地域の漁協支所等で「相談会」を開催し、個人事業主（漁師や海女  
 等）を対象に持続化給付金等の申請支援を実施します。 
 
②各種申請支援体制の構築 
 国や県等が実施する給付制度等の申請手続きの支援のため、 
 相談員を雇用し、各種 申請支援体制を構築します。 

鳥羽市新型コロナウイルス 
感染症対策本部情報発信部会 

SAVE A LIFE 
MAKE A FUTURE 

守りたいこの笑顔 つくろう2週間後の未来 

予算額 200万円 担当 
農水商工課 水産係（持続化給付金等） 25-1167 
   〃    商工労政係（その他） 25-1156 

各種相談体制の強化 



概要 

コロナ感染症拡大の影響を受けている主要観光施設への支援と、鳥羽
市の未来を担う子どもたちが地元の魅力を再認識し、地元への誇りの
醸成を図る目的で、市内の３歳～１５歳の子どもたちに「鳥羽まるみえ
パスポート」を配布します。 

       未来を担う子どもたち応援事業 
「地元のいいトコま～る見え☆「鳥羽まるみえパスポート」プレゼント 

SAVE A LIFE 
MAKE A FUTURE 

鳥羽市新型コロナウイルス 
感染症対策本部情報発信部会 守りたいこの笑顔 つくろう2週間後の未来 

予算額 370万円 担当 観光課観光振興係 25-1157 

対象者 
鳥羽市に住所を有する3歳から15歳までの方 
 ※平成17年4月2日から平成30年4月1日生まれの鳥羽市内在住者 
 ※令和2年4月30日時点で1,507名・880世帯 

【事業スキーム】 

世帯 鳥羽市 

内
容 

対象者1名につき鳥羽まるみえパスポートを1枚郵送にて無料配布（各世帯単位で配布） 
 

【鳥羽まるみえパスポートについて】 
  ・鳥羽観光施設連合会が発行する入場パスポートです。 
  ・「ミキモト真珠島」「鳥羽湾めぐりとイルカ島」「鳥羽水族館」の3施設に入場することができます。 
  ・本券のご利用は、1施設1回限りで有効期限はありませんが、他の割引券との併用はできません。 

5月下旬～6月上旬に対象者のいる世帯に対象人数分のパスポートを郵送します。 

配布について、申請の必要はありません。 

市民生活への支援 



概要 
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた県外で暮らす鳥羽市出身の
学生等を支援し、鳥羽市とのつながりを強化することを目的として、応
援メッセージや鳥羽市の特産品を送ります。 

とば学生応援プロジェクト 
“遠くで頑張るあなたに、鳥羽の想いをお届けします” 鳥羽市新型コロナウイルス 

感染症対策本部情報発信部会 

SAVE A LIFE 
MAKE A FUTURE 

守りたいこの笑顔 つくろう2週間後の未来 

予算額 180万円 担当 企画財政課 25-1227 

対象者 
下記要件に当てはまる方が対象です 
 

鳥羽市に住所を有する方の扶養家族であり、現在三重県外に住所を有する学生 

感染防止のため、申請書は原則として市HPでダウンロードしていただき、必要事項を記入、
必要書類を添付し、メール、FAX、郵送でお送りください。furusato-toba＠city.toba.lg.jp 

対象者 鳥羽市 

STEP１ HP入力フォームまたは申請書により申込み 

STEP2 選んでいただいた特産品をお送りします。 

申込期限 ●月●●日 

【申請の流れ】 

市民生活への支援 

      メール、FAX、郵送申請方式       入力フォーム申請方式  

❶WEBから申請書をダウンロード  
❷申請書記入、商品を選択 
❸本人確認の学生証等を添付して送付 

❶入力フォームに記入 
❷商品リストから商品を選択 
❸本人確認の学生証等をメール送付 



概要 
特別定額給付金の基準日（4/27）より後に産まれたお子様を持つ家庭
に子育て応援券や鳥羽市の特産品を詰め合わせた“おめでとうBOX”を
贈り、新生活の支援を行います 

4/28以降に産まれたお子様への支援 
鳥羽市新型コロナウイルス 
感染症対策本部情報発信部会 

SAVE A LIFE 
MAKE A FUTURE 

守りたいこの笑顔 つくろう2週間後の未来 

予算額 800万円 担当 健康福祉課子育て支援室 25-1184 

対象者 
下記2つの要件に当てはまる方が対象です 

①令和2年4月27日現在で保護者が鳥羽市に住所を有していること 
②令和2年4月28日以降に産まれたお子様 

基準日 令和2年4月28日以降に産まれたお子様 

市民生活への支援 

支援 
内容 

4月28日以降に産まれたお子様を持つご家庭に“おめでとうBOX”を贈
ります。 
“おめでとうBOX“は以下の詰め合わせです。 
 ●鳥羽市からのメッセージ 
 ●おむつ等の購入が可能な「子育て応援券」 
 ●記念品 



概要 

新型コロナウイルス感染症や感染拡大防止のための外出自粛
が各ご家庭や事業者の皆さまに経済的な影響を与えている状
況を踏まえ、水道料金の減額（基本料金の全額免除）を行うこ
とで市民生活を守ります。 

水道料金の減額（基本料金免除） 

減額（支援）
内容 

官公署用を除く上水道の基本料金を全額免除します。 
 

  例１：一般家庭（口径13㎜の場合）         例２：営業用（口径40㎜の場合） 
      減額前： 1,155円 ⇒ 減額後： 0円      減額前： 17,534円 ⇒ 減額後： 0円 

減額期間 令和2年4月～9月の使用分（6カ月分） ※令和2年5月～10月検針分 

鳥羽市新型コロナウイルス 
感染症対策本部情報発信部会 

対
象
者 

 官公署用を除く8,919件（令和2年4月現在）  

SAVE A LIFE 
MAKE A FUTURE 

守りたいこの笑顔 つくろう2週間後の未来 

基本料金免除にあたり、改めて申請する必要はありません。 

基
本
料
金 

メーターの口径 基本料金（税込） 【参考】免除件数 

13㎜  1,155円  8,155件  
20㎜  1,859円  495件  
25㎜  3,674円  137件  
40㎜  17,534円  83件  
50㎜  28,974円  39件  
75㎜  57,640円  4件  

100㎜  86,570円  6件  

種
別
件
数 

種別 件数 
家事用 8,107件  

官公署用 162件  

営業用 796件  

公衆浴場 1件  

工業用 11件  

船舶用 4件  

合計 9,081件  

担当 水道課管理係 26-2780 



概要 
解雇・雇用止めにより住居の退去を余儀なくされる方で新たな
住居を確保するまでの間、一時的に市営住宅の空き部屋を提
供します。（先着順で戸数には限りがあります。） 

鳥羽市新型コロナウイルス 
感染症対策本部情報発信部会 

SAVE A LIFE 
MAKE A FUTURE 

守りたいこの笑顔 つくろう2週間後の未来 

担当 建設課 市営住宅窓口 25-1171 

対象者 
鳥羽市内に住所または解雇前（または解雇予定）の勤務先があり、 
令和２年５月１日以降に居住していた住居から退去を余儀なくされる方 

支援 
内容 

対象者が新型コロナウイルス感染症等の影響により、住居の退去を余
儀なくされている場合に、原則1年以内の間、市営住宅の一時使用を
認めます。 
やむを得ない理由がある場合には、一時使用期間をさらに1年間延長
します。 

離職者に対する市営住宅の提供 

市営住宅の一時使用を申し出る前に、 
    まずは担当（建設課市営住宅窓口）にご相談ください 


